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日専連 JCBカード・日専連 JCBゴールドカード
・日専連 JCB（ディズニー・デザイン）カード

日専連 VISAカード・日専連 VISA（ぐでたま・デザイン）カード

会員規約
会員規約をよくお読み下さい。会員規約をご承認頂けない場合
は直ちに退会の手続きをいたしますので、当社宛にご連絡下さ
い。退会のお申し出がない場合には、会員規約を承認されたもの
とさせていただきます。

第１章 一般条項
第１条（会員および家族会員）
（1)会員とは、本規約を承認上、株式会社日専連パシフィック（以	
	 下「当社」という。）に当社所定の入会申込書等において日専	
	 連 JCBカード、日専連 JCBゴールドカード、日専連 JCB（ディ	
	 ズニー・デザイン）カード、日専連 VISAカード、日専連 VISA	
	 （ぐでたま・デザイン）カード（以下合わせて「カード」とい	
	 う）のカード会員として入会を申込み、当社が審査の上、承	
	 諾した時に成立するものとします。カードショッピングに係る基	
	 本契約及びカードキャッシングに係る基本規約の契約日は、	
	 当社から会員に別途通知します。
（2）家族会員とは会員が指定した家族で当社が認めた方をいい、	
	 当社は会員の申出により当該会員用に家族カードを発行し	
	 ます。家族カードを発行した場合もその取扱は本規約を準用	
	 し、本規約においては会員および家族会員を総称して会員と	
	 いいます。
（3）家族会員は、会員が脱会その他の理由で会員資格を	
	 喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。
（4）会員は、家族会員がカードを利用したことにより生じる全て	
	 の支払債務の責めを負うものとします。この場合、家族会員	
	 は当社が家族会員のカード利用内容、利用状況等を会員に通	
	 知することをあらかじめ承諾するものとします。また、会員は	
	 家族会員に対し本規約を遵守させる義務を負うものし、家族	
	 会員が本規約に違反した場合は当社に対して責任を負うもの	
	 とします。
（5）会員は、家族会員に対するカード利用に関する代理権を、	
	 撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合には第11条	
	 第６項所定の方法により当社に申し出るものとします。
第２条（取引時確認に関する同意）
会員は「犯罪収益移転防止法」に関し次の各号の内容に同意します。
（1）取引時確認がなされない場合は、入会をお断りすることまた	
	 はカードの利用の制限を受ける場合があること。また、カード	
	 申込みにあたり、「氏名」「住所」「生年月日」「取引目的」「職業」	
	 「収入」「世帯状況」の申告を確実に行うこと。
（2）取引時確認を求められた場合は、すみやかに指定の書類を当	
	 社に提出するなど必要な手続きに協力すること。また、当社に	
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	 おいて住民票の写しを会員に代わって取得すること。
（3）当社が取引時確認記録を保管し、会員は当社に提出した取引	
	 時確認に必要な書類の返還を求めないこと。
（4）当社が「犯罪収益移転防止法」に基づき、第三者に取引時確	
	 認業務を委託すること。
（5）会員は、会員が「犯罪による収益移転防止に関する法律」に	
	 規定する国家元首、重要な地位を占める者もしくはこれらの者	
	 であった者またはその者の家族に該当することとなった場合	
	 は、遅滞なく当社に届出なければなりません。
第３条（カードの貸与・有効期限・更新・デザイン変更）
（1）当社は会員１名につき、原則１枚のカード（ICチップが組み	
	 込まれた ICカードを含む）を発行し貸与します。
	 カードはカード表面に印字された本人以外利用できません。	
	 当社が認めた場合には、複数枚のカードを発行し貸与します。	
	 なお、カードの所有権は当社に属します。
（2）会員は、カードを貸与されたのち当該カードの署名欄に自署	
	 し、善良なる管理者の注意をもってカードを保管するものとし	
	 ます。
（3）カードは会員のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れし	
	 たり、担保提供に使用することはできません。
（4）カードの有効期限はカードに表示した年月の末日までとし、当	
	 社が審査により適当と認めた場合には会員からの申し出がな	
	 い限り、当社所定の時期に、有効期限を更新したカードを送	
	 付するものとします。但し、割賦販売法第３０条の２（包括支	
	 払可能見込額の調査）及び同法３０条の２の２（包括支払可	
	 能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止）の規定	
	 に基づき、当社の更新時審査の結果、有効期限を更新せず、	
	 更新カードを送付しない場合があります。
（5）当社は、予告なしにいつでもオリジナルデザインカードの券面	
	 デザインを当社独自のデザインへ変更できるものとし、会員は	
	 あらかじめその旨を承認するものとします。
第４条（年会費）
（1）日専連 JCBゴールドカード会員は当社に対し、所定の時	
	 期に所定の年会費（本人会員11,000円、家族会員1名につ	
	 き1,100円）を支払うものとします。なお支払われた年会費は	
	 理由のいかんを問わず返還しないものとします。
（2）日専連 JCBゴールドカード会員は当社所定の時期に会員から	
	 所定の年会費の支払がない場合には、更新するカードを発行	
	 しないものとします。また、カード利用の停止又は会員資格を	
	 取り消すものとします。
第５条（暗証番号の登録）
（1）会員は、入会申込時に当社所定の方法によりカードの暗証番	
	 号（４桁）を届出るものとし、当社は会員お申し出の暗証番号	
	 を登録するものとします。なお、会員は、電話番号・生年月日	
	 等第三者に容易に推測される番号以外の数字を選択し、登	
	 録するものとします。但し、お申し出がない場合、または当社	
	 が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社が任意に	
	 暗証番号を指定し登録することを承認するものとします。
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（2）暗証番号は他人に知られないように十分注意するものとし、	
	 会員の故意又は重大な過失により他人に知られたことにより	
	 生じた損害については、会員の負担となります。
（3）会員は、暗証番号の変更を希望する場合、当社所定の方法	
	 により申し出るものとします。なお、ICチップを搭載したカー	
	 ドの暗証番号を変更する場合は、カードをお預かりの上、暗	
	 証番号変更手続きが必要となること、およびカード再発行費	
	 用が発生することを会員は予め承諾するものとします。
第６条（カードの利用可能枠）
（1）カードの利用可能枠は、当社が決定した額までとし、その利	
	 用可能枠内の範囲内でカード利用出来るものとします。複数枚	
	 のカードの貸与を受けた場合には、各カードの利用可能枠、	
	 キャッシングサービスの利用可能枠はそれぞれ保有するカード	
	 のうち最も高い利用可能枠の範囲内となります。またすべての	
	 カードの合計カード利用可能枠はカード枚数にかかわらず各	
	 カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い額が適用	
	 されるものとします。また、当社が必要と認めた場合は、いつ	
	 でも利用可能枠を変更できるものとします。但し、キャッシン	
	 グサービスの利用可能枠は、会員の承認がない限り増額しな	
	 いものとします。なお、家族カード会員の利用可能枠は、親カ	
	 ード会員の利用可能枠の範囲内で、カードを利用できるものと	
	 します。
（2）会員は、当社が認めた場合を除き、利用可能枠（ショッピング	
	 およびキャッシングサービスの利用可能枠をいう）を超えるカ	
	 ード利用はできないものとします。また、当社の承認を得ず利	
	 用可能枠を超えてカード利用した場合は、当社の判断により	
	 利用可能枠を超えた金額または残債務全額を一括してお支払	
	 いいただく場合があります。
（3）カード利用可能枠にはショッピングの一括払い・分割払い・リ	
	 ボルビング払い・ボーナス払い分とキャッシングの一括払い、	
	 分割払い・リボルビング払い・ボーナス払い分のすべてを含	
	 みます。
（4）会員が、当社の発行するカードを複数枚保有する（貸与を受	
	 けている）場合の利用可能残高の合計は、当社が別に定める	
	 利用可能枠を超えることはできないものとします。
（5）会員のカード利用可能枠は、利用停止の場合を除いて、原則	
	 として本条（1）の利用可能枠より未払い残高を差し引いた額	
	 とします。但し、会員が既に当社に入金した場合でも、コンピュ	
	 ーター等の都合により可能枠の復元が遅れる場合があります。
（6）日専連 JCBカード、日専連 JCBゴールドカード、日専連 VISA	
	 カードの国外加盟店におけるカード利用可能枠は、提携先カ	
	 ード会社が定めた金額までとします。
（7）当社は、カード更新時、割賦販売法が定める「包括支払可	
	 能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入	
	 あっせん」に該当するカード取引（以下「割賦取引」といいま	
	 す）の利用可能枠（以下「割賦取引利用可能枠」といいま	
	 す）を定めます。割賦取引利用可能は、当社が発行するすべ	
	 てのクレジットカードに共通で適用されるものとします。会員は、	
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	 全カードによる、２回払い、ボーナス払い、分割払い（ボーナ	
	 ス併用分割払いを含む）およびその他の割賦取引において、	
	 本人会員および家族会員によるショッピング利用代金の未払	
	 債務の合計額が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないも	
	 のとします。
第７条（期限の利益喪失）
（1）会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、通知催告を	
	 受けることなく本規約に基づく当社に対する一切の債務につ	
	 いての期限の利益を失い、未払い債務の全額を直ちにお支	
	 払いただきます。
	 ①キャッシングの支払金額・ショッピング利用翌月１回払いの	
	 	 利用代金については、支払額を1回でも遅滞したとき。
	 ②自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一	
	 	 般の支払いを停止したとき。
	 ③差押え、仮差押、保全差押、仮処分の申立て、競売の申請	
	 	 または滞納処分をうけたとき。
	 ④破産手続開始、再生手続き開始その他裁判上の倒産処理	
	 	 手続の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをし	
	 	 たとき。
	 ⑤会員について債務整理のための和解、調停等の申立てがあ	
	 	 ったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の	
	 	 通知が当社に到達したとき。
	 ⑥逃亡、失踪し刑事上の訴追、後見もしくは保佐の宣告を受	
	 	 けたとき。
	 ⑦会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所	
	 	 在が不明になったとき。
（2）（1）にかかわらず、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払	
	 い、ショッピング2回払いまたはボーナス一括払及び2回払	
	 いによるショッピング利用代金に基づく債務については、第	
	 23 条ショッピング利用代金支払方法のショッピング分割支払	
	 いおよびショッピングリボ払い弁済金、その他本会員の当社に	
	 対する債務の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な	
	 期間を定めてその支払いを書面により催告されたにもかかわ	
	 らず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときに	
	 期限の利益を喪失し、債務の全額をただちに支払うものとし	
	 ます。
（3）会員は、次のいずれかの事由に該当したときは当社の請求に	
	 より本規約に基づく債務について期限の利益を失い、未払い	
	 債務の全額を直ちにお支払いいただきます。
	 ①商品の購入が会員にとって商行為など割賦販売法第35条	
	 	 の3の 60第1項に該当する取引となるとき。
	 ②商品の質入れ、譲渡、賃貸、その他当社の所有権を侵害	
	 	 する行為をしたとき。
	 ③本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違	
	 	 反となるとき。
	 ④その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
	 ⑤本規約以外の当社に対する支払債務を怠ったとき。
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第８条（カードの盗難・紛失）
（1）会員は、カードを盗難・紛失にあった場合は速やかに最	
	 寄りの警察署または交番にその旨を届出るとともに、当社に	
	 連絡のうえ所定の届出書を提出するものとします。この場合、当	
	 社が受理した日の前75日と受理した日と受理後 60日の合計	
	 136日間に発生した損害額について、全額補填いたします。
（2）会員は、カードを盗難・紛失にあった場合で（1）の届出の提出	
	 がなく第3条（1）（2）（3）に違反して他人に使用された場合、	
	 その損害は会員の負担となります。　　
（3）前項（2）の定めにかかわらず、次のいずれかに該当する場合	
	 は会員が損害を負担するものとします。
	 ①会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
	 ②会員の家族、同居人、留守人その他会員の委託を受けて身	
	 	 の回りの世話をするもの等、会員の関係者が盗難・紛失等	
	 	 に関与し、または使用した場合。
	 ③損害の発生が保障期間外の場合。
	 ④会員が当社の請求する書類を提出しなかったり、当社等の	
	 	 行う被害状況の調査に協力を拒んだ場合。
	 ⑤盗難・紛失、または被害状況の届出が虚偽であった場合。
	 ⑥カード利用の際、使用された暗証番号と登録された暗証番	
	 	 号が一致している場合。
	 ⑦カード署名欄に自己の署名がない状況で損害が発生した	
	 	 場合。
	 ⑧その他本規約に違反している状況において、盗難紛失が生	
	 	 じたとき。
（4）会員は当社の請求する書類提出、被害状況の調査に協力する	
	 ものとします。
第９条（カードの再発行）
（1）カードの盗難、紛失、毀損、滅失等により会員が再発行を	
	 希望し、当社が審査の上特に認めた場合にはカードを再発行	
	 するものとします。なお、盗難、紛失、毀損、滅失、暗証番	
	 号変更による再発行の場合、会員は再発行手数料として	
	 1,100円を当社に支払うものとします。
（2）カード情報の管理又は保護等管理上必要と判断した場合に	
	 は、当社は会員番号を変更してカードの再発行ができるものと	
	 し、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。
第１０条（お支払金等の充当方法）
支払われた弁済金の本規約に基づく債務への充当方法は、次の
①から④までに掲げるもののほか、割賦販売法第30 条の5（包
括信用購入あっせん業者に対する抗弁）の規定に準拠するものと
します。
	 ①遅延損害金があるときはそれを優先し、次に手数料、これ	
	 	 ら以外の債務の順でそれぞれに充当します。
	 ②①の遅延損害金については、その発生が早いものから順次	
	 	 に充当します。
	 ③①の手数料については、その支払うべき時期が早いものか	
	 	 ら順次に充当します。
	 ④遅延損害金及び手数料以外の債務については、その手数	
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	 	 料の料率が高いものから順次に充当し、その充当の順位が	
	 	 等しいものについては、その債務の発生した時期が早いも	
	 	 のから順次に充当します。
第１１条（退会等並びに会員資格の取り消しと利用の一時停止）
（1）会員が都合により退会するときは、当社あてにその旨の届出	
	 をしカードを返却することにより退会できるものとします。	
	 但し、債務が残っている場合は精算後に退会できるものとし	
	 ます。また、本規約に定められた支払日にかかわらず、残債	
	 務全額をただちにお支払いいただく場合もあります。
（2）会員は第7条または次のいずれかに該当した場合、当社は会	
	 員に通知することなく、カードの利用停止または会員の資格を	
	 取り消すことが出来るものとします。この場合、会員は当社に	
	 対して直ちにカードの返却を行うものとし、当社に対する債務	
	 の全額を弁済しなければならないものとします。これらの措置	
	 とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
	 ①入会時に氏名・住所・勤務先等について虚偽の申告をした	
	 	 場合。
	 ②会員が本規約に違反したとき。
	 ③信用情報機関の情報等により、会員の信用情報が著しく悪	
	 	 化しまた悪化の恐れがあると当社が判断した場合。
	 ④会員の信用状態に重大な変化が生じたり、不正利用あるい	
	 	 は不正目的によるカード利用等、利用状況が適当でないと
　	    当社が判断した場合。
	 ⑤住所変更の届出を怠る等、会員の責めに帰すべき事由によ	
	 	 り会員の所在が不明となり、当社が会員への通知連絡につ	
	 	 いて不能と判断した場合。
	 ⑥当社が会員へ送付したカードについて、会員が相当期間内	
	 	 に受領しない場合、当社は会員が退会の申し出を行ったも	
	 	 のとして取り扱うものとします。　　　　　
（3）会員が本会員として当社から複数のカードを貸与されている場	
	 合、他のカードについて前項①から⑥に記載した事項のいず	
	 れかに該当する事由が生じた場合についても、（２）同様に	
	 会員の資格を取り消すことが出来るものとします。
（4）本条（２）に該当し、当社が直接または加盟店を通じてカード	
	 の返還を求めたときは、会員はただちにカードを返還するもの	
	 とします。
（5）当社は本条（2）に該当しない場合でも、会員が本規約に違	
	 反もしくは違反するおそれがある場合、または会員のカード利	
	 用が適当でないと当社が判断した場合には、カードの利用を	
	 お断りする場合があります。
（6）会員は、当社所定の方法により家族会員によるカード利用の	
	 中止を申し出た場合、その申し出をもって当然に家族会員の会	
	 員に対する代理権は消滅し会員資格を喪失するものとします。	
	 この場合、会員は家族会員のカードを当社に返却または切り	
	 込みを入れて破棄するものとします。なお、代理権喪失後に	
	 おけるカード利用代金は、第1条 4項によるものとします。
（7）会員が現金化を目的として商品・サービスの購入などにカード	
	 のショッピング枠を利用したとき。
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第１２条（ご利用明細）
（1）当社は、会員に対し、約定支払日に先立ち、カード利用の内	
	 容や支払額その他カード利用に関連する事項の明細（割賦	
	 販売法第 30 条の 2 の 3 第 1 項から第3 項に基づき提供す	
	 る情報を含み、以下「ご利用明細」という。）を、電磁的記録	
	 の提供の方法（WEB 明細サービス」により提供する	
	 方法とする。）によって通知・提供します。当社は明細の	
	 内容が確定した後速やかに、明細の内容が確定した旨の	
	 通知（以下「明細確定通知」という。）を会員が届け出	
	 たＥメールアドレス宛に送信します。但し、対象となる月に	
	 カード利用がなく、かつ直近の約定支払日における支払額	
	 が０円である場合等、明細確定通知を省略することがあ	
	 ります。
（２)当社は、会員が毎月末日までに「WEB明細サービス」への	
	 有効な利用登録を行っていない場合には、会員がご利用明細	
	 の内容が記載された書面（以下「ご利用明細書」という。）の	
	 交付を求めたものとみなし、ご利用明細書を会員の届出住所	
	 宛に送付します。「WEB明細サービス」への利用登録を行っ	
	 ている会員がご利用明細書の交付を求めた場合にも、これと	
	 同様とします。当社が会員にご利用明細書を送付した場合、	
	 会員は当社に対しご利用明細書の発行および送付に係る手数	
	 料（以下「明細書発行手数料」という。）として当社が公表す	
	 る額を、ご利用明細書を送付した月の約定支払日に支払うも	
	 のとします。但し、当社が公表する事由に該当する場合には、	
	 会員は明細書発行手数料の支払義務を負わないものとしま	
	 す。なお、当社は会員が明細書発行手数料の支払義務を負	
	 わない事由を変更する場合がありますが、その場合には事前	
	 に公表または通知します。
(3）当社が会員に対して第 1 項に基づき明細確定通知を送信した	
	 とき、または前項に基づきご利用明細書を送付したときは、	
	 会員は速やかにご利用明細の内容が、会員のカード利用の内	
	 容と整合していないものがないか、また会員以外の第三者に	
	 よるカード利用が含まれていないか、ご利用明細を閲覧する	
	 などして確認するものとし、それらの事由があった場合には、	
	 直ちに当社に対して届け出るものとします。
第１３条（反社会的勢力との取引の排除とマネー・ローンダリングの等の禁止）
（1）会員および入会を申し込まれた方（以下併せて「会員等」とい	
	 う）は、現在、以下の各号のいずれにも該当しないこと、か	
	 つ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者	
	 を利用して暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要	
	 求行為、取り引きに関して、脅迫的な言動をし、または暴力を	
	 用いる行為、風説を流布し、偽計を用い、または威力を用い	
	 て当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為、	
	 その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとし	
	 ます。
	 ①暴力団。
	 ②暴力団員。
	 ③暴力団員で無くなったときから5年を経過しない者。
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	 ④暴力団準構成員。
	 ⑤暴力団関係企業に属する者。
	 ⑥総会屋等。
	 ⑦社会運動等標榜ゴロ。
	 ⑧特殊知能暴力集団等。
	 ⑨テロリスト等。
	 	（以下、①〜⑨の者を総称して「暴力団員等」という）
	 ⑩日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者。
	 ⑪暴力団員等の共生者。
	 ⑫その他それらに準ずるもの。
	 	（以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という）
（2）会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも	
	 該当する行為を行わないことを確約いたします。
	 ①暴力的な要求行為。
	 ②法的な責任を超えた不当な要求行為。
	 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
	 ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用	
	 	 を毀損し、または業務を妨害する行為。
	 ⑤その他前各号に準ずる行為。
（3）当社は、会員が前項（1）もしくは（2）の規定に違反している	
	 疑いがあると認めた場合には、カードの入会申込を謝絶、	
	 または本規約に基づくカードの利用を一時的に停止すること	
	 ができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、	
	 会員は当社が利用再開を認めるまでの間、カードの利用を行	
	 うことができないものとします。
（4）会員が、前項（1）もしくは（2）のいずれかに該当した場合、	
	 （1）もしくは（2）の規定にもとづく確約に関して虚偽の申告を	
	 したことが判明した場合のいずれかであって、当社とのカード	
	 会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるとき	
	 には、当社は直ちに本契約を解除できるものとします。この	
	 場合、会員は当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪	
	 失し、当社に対する一切の未払い債務を直ちに支払うものと	
	 します。
（5）前項の規定の適用により、会員等に損害が生じた場合でも、	
	 会員等は当該損害等について当社に請求をしないものとします。
（6）本条（1）⑪に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のい	
	 ずれかに該当する者をいいます。
	 ①暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有	
	 	 する者。
	 ②暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる	
	 	 関係を有する者。
	 ③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第	
	 	 三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員	
	 	 等を利用していると認められる関係を有する者。
	 ④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与す	
	 	 るなどの関与をしていると認められる関係を有する者。
	 ⑤暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者。
	 ⑥その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員	
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	 	 等の威力、情報力、資金力を利用することによって自ら利益	
	 	 拡大を図る者。
（７）会員は、マネー･ローンダリング、反社会的勢力（テロリスト	
	 を含む）に対して資金供与を等をすること、または経済制裁	
	 関係法令その他の法令もしくは国際的な規制に抵触する行為	
	 （以下、これらを総称して「マネー・ローンダリング等」という）	
	 を遂行する目的で、またマネー・ローンダリング等を遂行する	
	 手段として、カードを使用してはならないものとします。
第１４条（届出事項の変更）
（1）会員は、当社に届出た住所・氏名・電話番号（携帯電話番号	
	 を含む）・勤務先・指定預金口座等に変更があった場合には、	
	 所定の届出用紙により遅滞なく当社に届け出するものとします。	
	 また、携帯電話を保有する会員は、当社に対して、携帯電話	
	 番号を届け出るものとします。
（2）前項（1）の届出がないため、当社から通知または送付書類そ	
	 の他のものが延着し、または不到達になっても通常到達すべ	
	 きときに到達したものとみなすことに異議ないものとします。	
	 但し、（1）の住所、氏名の変更の届出を行わなかったことにつ	
	 いてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものと	
	 します。
第１５条（付帯サービス等）
（1）日専連ＪＣＢゴールドカード会員（以下「ゴールド会員」という）	
	 は、当社又は当社が提携する第三者（以下「サービス提供会社」	
	 という。）が提携するサービス、特典（以下、「付帯サービス」	
	 という。）を当社又はサービス提供会社所定の方法により利用	
	 できるものとします。ゴールド会員が利用できる付帯サービス	
	 の内容、利用方法等については、当社が書面等の方法により	
	 通知又は公表するものとします。
（2）ゴールド会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等があ	
	 る場合にはそれに従うものとし、付帯サービスが利用できない	
	 ことがあることについてあらかじめ承諾するものとします。
（3）ゴールド会員は、当社又はサービス提供会社が付帯サービス	
	 とその内容について会員への予告又は通知なしに変更、中止	
	 することをあらかじめ承諾するものとします。
（4）ゴールド会員は、カードの有効期限の経過、脱会、会員資格	
	 取消しなどにより会員資格を喪失した場合には、当然に付帯	
	 サービスの利用ができなくなることをあらかじめ承諾するもの	
	 とします。
第１６条（規約の変更・承認）
（1）当社は、次のいずかに該当する場合には、民法の定めに基づ	
	 き、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を	
	 当社のホームページにおいて公表するほか、必要があるときに	
	 はその他必要な方法で周知した上で、会員と個別に合意する	
	 ことなく、本規約（本規約と一体をなす規定・特約等を新た	
	 に定めることを含みます。）又は本規約に付随するその他の	
	 規約、規定もしくは特約等を変更することができるものとします。
	 ①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
	 ②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必	
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	 	 要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に	
	 	 照らし、合理的なものであるとき。
（2）当社は前項に基づく他、あらかじめ変更後の内容を当社ホー	
	 ムページにおいて告知する方法又は会員にその内容を周知し	
	 た上で、本規約（本規約と一体をなす規定・特約等を新たに	
	 定めることを含みます。）又は本規約に付随するその他の規約、	
	 規定もしくは特約等を変更することができるものとします。こ	
	 の場合、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行ったと	
	 きは、会員は変更を承諾したものとみなし、以後変更後の規	
	 約が適用されるものとします。
第１７条（費用の負担）
（1）会員は、当社に対する支払いに要する費用（送金手数料）	
	 を負担するものとします。
（2）会員は、支払いを遅滞したことにより当社が金融機関に再度	
	 口座振替の依頼をしたときまたは、金融機関から振り込む振	
	 込依頼書を郵送したときは、手数料として1回につき330円	
	 （税込）の督促手数料を別に支払うものとします。
（3）会員は、支払遅滞等会員の責めに帰すべき事由により当社	
	 が訪問集金した時は、訪問集金費用として訪問回数1回につ	
	 き、1,100円（税込）の訪問集金費用を別に支払うものとします。
（4）当社が会員に対して第7条（2）に基づく書面による催告をし	
	 たときは、会員は当該催告に要した費用を負担するものとします。
（5）会員が当社に支払う費用等について公租公課が課せられる場	
	 合、または公租公課（消費税等を含む）が変更される場合、	
	 会員は当該公租公課相当額または当該増額分を負担するもの	
	 とします。
（6）会員は、ショッピングの支払回数の変更を当社に依頼した場合、	
	 変更事務手数料として売上1件につき33円（税込）を支払う	
	 ものとします。また、会員が、当社に請求書の再発行を依頼した	
	 場合、再発行事務手数料として１件につき220円（税込）を支	
	 払うものとします。
（7）キャッシングサービスのATM利用料については、会員が1回	
	 の利用金額1万円以下は110円（税込）、１回の利用金額	
	 2万円以上は220円（税込）を支払うものとします。（本店	
	 ATM 利用は除く）
（8）会員は、当社が定めるご利用明細書を作成した場合、所	
	 定の作成手数料を、ご利用明細書を送付した月の約定支払日	
	 に支払うものとします。但し、当社が公表する事由に該当する	
	 場合には、会員は明細書発行手数料の支払義務を負わない	
	 ものとします。
第１８条（カード利用代金債権の譲渡等の同意）
会員は、当社が必要と認めた場合、当社が会員に対して有する債	
権を、取引金融機関（その関連会社を含む）・特定目的会社・債
権回収会社等に譲渡または回収委託すること、ならびに当社が譲
渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、また回収委託を中
止すること、およびこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・
提供することにつき、あらかじめ同意するものとします。
第１９条（外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令の適用）　
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日本国外でカードを利用する場合、現に適用されている、または
今後適用される諸法令・諸規約などにより許可書・証明書その他
の書類を必要とする場合には、当社の請求に応じこれを提出して
いただくことがあります。また、日本国外でのカード利用の制限あ
るいは停止に応じていただくことがあることをあらかじめ承認するも
のとします。

第２０条（準拠法および合意管轄裁判所）
（1）会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用	
	 されます。
（2）会員は、会員と当社との間で紛争が生じた場合、訴額のいか	
	 んにかかわらず、当社の本社所在地を管轄する簡易裁判所を	
	 合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第２１条（協議事項）
この規約の条項を適用するについて疑義が生じたときは、当社と
会員の間で誠意をもって協議し、解決するものとします。

第２章 カードショッピング条項
第２２条（カードのショッピング利用）
（1）カード発行を受けた会員は、本規約を承認の上、第1	
	 条（1）に定めるカードの種類により以下の加盟店でカード	
	 を提示し、または非接触 ICカード等を所定の機器にかざし、	
	 所定の売上票にカードと同一の自己の署名を行うこと、加盟店	
	 に設置されている端末機に暗証番号を入力することによりに	
	 より商品の購入及びサービスの提供を受けることができます。	
	 但し、当社が特に認めた場合は、または非接触 ICカード等	
	 を所定の機器にかざし利用する場合においては、利用金額に	
	 応じて売上票への署名や端末機への暗証番号の入力を省略	
	 して、物品の購入並びにサービスの提供を受けることができ	
	 る場合があります。
	 ①当社の加盟店及び全国の日専連加盟店並びに当社が提携	
	 	 した提携先加盟店。
	 ②日専連 JCBカード、日専連 JCBゴールドカードについては、	
	 	 前号①および JCBならびに JCBの提携先が加盟契約をし	
	 	 ている日本国内外のJCB加盟店。
	 ③日専連 VISAカードについては、本項①および三菱 UFJニ	
	 	 コスが加盟契約をした加盟店および VisaWorldwide Pte. 	
	 	 Limited（以下「VisaWorldwide」という）に加盟した提携	
	 	 先が加盟契約をしている日本国内外のVISA 加盟店。
（2）会員が加盟店においてオンライン取引によるカードのショッピ	
	 ング利用を行おうとする場合には、会員は、加盟店所定の方	
	 法で、カード番号等を送信もしくは通知する方法により、又は	
	 当該方法に加えてセキュリティコードを送信する方法もしくは	
	 本人認証サービス「3Dセキュア」利用者規定に基づく認証手	
	 続きを履践する方法等のうち当社又は加盟店が指定する方法	
	 により、ショッピング利用を行うことができます。この場合、会	
	 員はカードの提示等を省略することができます。
（3）会員は郵便・電話・電気通信機器端末及びその他の通信手	



12

	 段によっておこなう取引において、当社及び当社が提携してい	
	 るカード会社から特に認められている加盟店の場合は、カー	
	 ド提示と売上票の署名に代えて、会員番号・暗証番号・特定	
	 の暗証等の告知ないしこれらの事項の機器端末への入力、そ	
	 の他当該クレジットカード会社が定めた方法により当該加盟店	
	 との取引の決済手段とすることができます。
（4）会員が日本国外加盟店でカード利用した場合、加盟店の所在	
	 する国の現地通貨建でおこなうものとし、その利用代金の円	
	 換算は JCB・三菱 UFJニコス所定換算方法（当社ホームペー	
	 ジにて公表）により、日本円にて請求をおこなうものとします。	
	 なお、この場合の支払いは原則として１回払いとします。
（5）会員が当社の加盟店または提携先カード会社の日本国内、日	
	 本国外加盟店においてカードを利用するに際して、利用金額・	
	 購入商品や提供を受ける役務によっては、当社または提携先	
	 カード会社の承認が必要となります。この場合、会員は、加盟	
	 店が当社または提携先カード会社に対してカード利用に関す	
	 る照会を行うことをあらかじめ承認するものとします。なお、	
	 当社または提携先カード会社は、会員のカード利用が適当で	
	 ないと判断した場合にはカード利用をお断りすることがありま	
	 す。また、その際に会員本人のご利用であることを確認させて	
	 いただく場合があります。
（6）会員が当社の加盟店や当社の提携先カード会社の加盟店に	
	 おいて商品の購入・サービスの提供等を受けるためにカードを	
	 利用した場合に生じた会員の加盟店に対する債務を、当社は	
	 会員に代わって加盟店に立替払いするものとし、会員は当該利	
	 用代金に分割払手数料を加算した額を当社に支払うものとし	
	 ます。
（7）当社は、会員のカード利用が本規約に違反する場合、その他	
	 当社が適当でないと判断した場合、もしくは約定支払日に支	
	 払われなかった場合、第三者による不正使用を回避するため	
	 に、ショッピング利用をお断りする場合があります。また、貴	
	 金属・金券類等など当社が判断する一部の商品・サービスに	
	 ついてはカードの利用を制限もしくはお断りさせていただく場	
	 合があります。
（8）会員は、当社が第三者による不正使用を回避するために必要	
	 と認めた場合、加盟店に対し会員のカード利用時に本人確認	
	 の調査を依頼することがあり、会員は調査に協力するものとし	
	 ます。
（9）会員がカード利用により購入した商品の所有権は、当社が会	
	 員に代わって加盟店や当社の提携先カード会社に立替払いを	
	 したことにより加盟店から当社に移転し、当該利用代金の支	
	 払完済まで当社に留保されることを会員はあらかじめ異議なく	
	 承認するとともに、次の事項を遵守するものとします。
	 ①善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ・譲	
	 	 渡・賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
	 ②商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合に	
	 	 は、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品	
	 	 を所有していることを主張・証明してその排除に努めること。
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	 ③商品の支払金が完済するまでに生じた、火災・風水害・盗	
	 	 難等、不慮の災害による商品の滅失・毀損・滅価等の損害	
	 	 については、会員の負担とし債務の履行を継続すること。
（10）会員は、購入商品や提供を受けるサービスの種類あるいは利	
	 用金額によっては、カード利用に際して当社の承認が必要とな	
	 り、加盟店が当社に対して照会し、当社が不適当と判断する	
	 ことによりカード利用を断る場合があることをあらかじめ承諾	
	 するものとします。
（11）会員は、現金化を目的として商品・サービスの購入などに	
	 カードのショッピング枠を利用することは出来ません。
第２２条の２（WEB サービス及び本人認証サービスへの利用登録）
（1）会員は、当社が提供するWEBサービス及びオンラインセキュ	
	 リティサービス（カードを利用した商品等の購入又はサービス	
	 の提供等の申込みをインターネット等の申込みをインターネッ	
	 ト等のオンラインで行う取引（以下「オンライン取引」という。）	
	 に際し、パスワード（第5条に定める暗証番号とは異なります。）	
	 の入力等による本人認証を行うサービスをいい、（以下「本人	
	 認証サービス」という。）に利用登録を行うものとします。但し、	
	 パソコン及びスマートフォン等をいずれも所有しないなどイン	
	 ターネットを使用できる環境にない会員についてはこの限りで	
	 はありません。
（2）前項に定めるWEBサービス及び本人認証サービスの利用に	
	 関しては、当社が別途定める「日専連Web明細照会サービ	
	 ス利用者規定」及び「本人認証サービス「3Dセキュア」利用	
	 者規定」が会員に適用されるものとします。
（3）会員が前二項に基づきWEBサービス及び本人認証サービス	
	 に利用登録していない場合、会員はオンライン取引によるカー	
	 ドのショッピング利用ができない場合があります。
第２３条（ショッピング利用代金の支払方法）
（1）ショッピング利用代金の支払方法は、１回払い、分割払い、ボ	
	 ーナス併用分割払い、ボーナス一括払い、ボーナス２回払い及	
	 びリボルビング払いから、会員がカード利用の際に指定した方	
	 法によるものとします。但し、加盟店によっては利用できない	
	 支払方法があります。
	 また、会員がカード利用の際に指定した支払方法の変更を利	
	 用後に希望し当社が認めた場合には、当社所定の手続きによ	
	 り変更できるものとします。
（2）会員は、１回払い、２回払い及びボーナス一括払いを指	
	 定した場合にはその利用代金を、３回以上の分割払い、ボ	
	 ーナス併用分割払い及びボーナス２回払いを指定した場合に	
	 は、カード利用代金に分割払手数料を加算した額（以下「分	
	 割支払額合計」という。）を毎月末日を締切日とし、支払約定	
	 日に会員があらかじめ指定した方法により当社に支払うものと	
	 します。また、リボルビング払いを指定した場合は、本条（5）	
	 により当社へ支払うものとします。
（3）分割支払金の支払いは下記のうちから会員がカード利用の都	
	 度指定するものとします。
	 ①支払回数・支払期間・実質年率は下記の通りとなります。
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	 	 但し一部加盟店では取り扱えない回数があります。

（ボーナス併用分割払いの実質年率は上記と異なる場合があります。）
	 ②分割払いの場合、ショッピングの支払総額は、利用代金	
	 	 に上記の分割払手数料を加算した金額となります。また月々	
	 	 の分割支払金はショッピングの支払総額を支払回数で除し	
	 	 た金額となります。但し月々の分割支払金の単位は10円と	
	 	 し、端数が発生した場合は初回に算入いたします。
  （例）現金販売価格　100,000円　支払回数10回の場合
	 	 支払総額合計＝100,000円＋（100,000円×7.72÷100円）	
	 	 ＝107,720円
	 	 分割支払金　107,720円÷10回＝10,772円
	 	 → 初回10,790円　2回目以降10,770円
	 ③ボーナス併用分割払いはボーナス月を年2回までとし、支	
	 	 払額は均等分割支払金とボーナス月加算額との合計としま	
	 	 す。なお、ボーナス月は7月と12月とし、ボーナス月加算	
	 	 総額は利用代金の50％とします。
	 ④ボーナス一括払いまたは、ボーナス2回払いの支払月	
	 	 は 7月と12月とします。なお、ボーナス一括払いまたは、	
	 	 ボーナス2回払いの取扱期間は当社所定の期間に限らせ	
	 	 ていただき、それぞれ該当月にお支払いいただきます。
	 ⑤分割払手数料の料率は金融情勢等の事情により変更され	
	 	 ることに異議ないものとします。なお、変更された手数料率	
	 	 は、分割払い及びボーナス払いの場合には適用日以降のご	
	 	 利用分から、リボルビング払いの場合は適用日以降の支払	
	 	 分（ご利用残高分）から対象となります。
（4）会員は、カード利用代金の支払回数の延長を希望する場合は、	
	 当該利用分についての第１回目の請求書が会員に到着後速	
	 やかに当社に申し出るものとします。但し、購入する商品や権利、	
	 また提供を受ける役務内容やその他当社が判断した場合に	
	 よっては支払回数の延長ができない場合があります。
（5）会員が、当社の提携先カード会社の加盟店においてカード利	
	 用した場合の手数料率およびその計算方法については、当該	
	 提携先の方法によらず、本条（2）に規定する方法によるもの	

1回
1
0

0

2回
2
0

0

3回
3

15.00

2.51

5回
5

16.50

4.16

6回
6

16.50

4.87

支払回数
支払期間（ヵ月）
実質年率（％）

利用代金100円あたり
の手数料の額（円）

35回
35

17.00
27.52

36回
36

17.00
28.35

ボーナス一括
−
0
0

ボーナス2回
−

12.68〜23.62
7.0

10回
10

16.50
7.72

12回
12

17.00
9.45

15回
15

17.00
11.71

24回
24

17.00
18.66

18回
18

17.00
13.99

25回
25

17.00
19.45

20回
20

17.00
15.54

30回
30

17.00
23.45
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	 とします。
（6）リボルビング払いを指定した場合には、毎月末日締切の利用	
	 残高に対し、実質年率18.00%を乗じて日割り計算により算出	
	 した手数料額を所定の支払額に含めた額（以下「弁済金」と	
	 いう。）を当社に支払うものとします。但し、利用日から起算し	
	 て最初に到来する末日までの期間は、手数料計算の対象とい	
	 たしません。
（7）支払方法の自動変更サービス（以下「まるごとリボ」という。）	
	 に当社所定の方法で登録し、当社が適当と認めた場合、会員	
	 の新規ショッピング利用は指定した支払方法に関わらず、リボ	
	 ルビング払いとなります。まるごとリボの登録を解除する際は、	
	 当社所定の方法で行うものとします。なお、リボルビング払い	
	 の締切日までに残高がある場合には、当該残高分は継続して	
	 リボルビング払いにて支払うものとします。また、ショッピング	
	 分割可能枠を超えたご利用分については、1回払いにて支払	
	 うものとします。　
（8）リボルビング払いの弁済金は、下記記載の標準コース（元利	
	 定額残高スライド方式）を弁済金としますが、会員が他の弁	
	 済金（支払いコース）を希望し当社が認めた場合には、当社	
	 所定の手続きにより変更できるものとします。なお、残元金に	
	 手数料を加算した額が所定の弁済金に満たない場合は、残	
	 元金全額に手数料を加算した額を支払うものとします。
	 ●お支払い例（2月1日に50,000円のショッピングを利用）		
	 	 ※標準コース、お支払い日27日の場合
	 初回約定弁済日［3月27日］
	 ・初回手数料：
	 	 50,000円×18.00%×27日（3月1日〜3月27日）
	 	 ÷365日＝665円
	 	 支払額（弁済金）：
	 	 5,000円（元金充当4,335円、手数料充当665円）
	 	 支払後利用残高：50,000円－4,335円＝45,665円
	 ・2回目約定弁済日［4月27日］
	 	 利用残高：45,665円
	 	 手数料：45,665円×18.00%×31日（3月28日〜4月27日）
	 	 ÷365日＝698円
	 	 支払額（弁済金）：
	 	 5,000円（元金充当4,302円、手数料充当698円）
	 	 支払後利用残高：45,665円−4,302円＝41,363円
　（リボルビング払いの支払い「お支払いコース」）
　１．元利定額残高スライド方式

※ゆったりコースの申込みは割賦限度額が50万円まで、標準コー
　スの申込みは割賦限度額が90万円までとなります。

10万円以下

  3,000円
  5,000円
10,000円

10万円超
〜20万円
  5,000円
10,000円
20,000円

20万円超
〜30万円
10,000円
15,000円
30,000円

締切日残高

ゆったりコース
標準コース
安心コース
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第２４条（保険及び継続的支払サービス等にかかる代金等の支払い）	
（1）会員が、保険会社との契約で保険料の継続的な支払いにカー	
	 ドを利用する場合、当社が会員のために保険会社に対して支	
	 払うことを了承していただき、会員は前条により当社にお支払	
	 いをしていただきます。
（2）会員が、カードでの継続的な支払いを中止する場合は、その	
	 旨を保険会社の定めた方法で保険会社に申し出、承諾を得て	
	 いただきます。
（3）会員が前項の保険会社から承諾を得ずに、当社が保険会社	
	 に支払いを行ったときには、当社は会員にその利用代金を請	
	 求し、会員は当該代金を当社に支払うものとします。
（4）カードが解約または利用停止となった場合は、当社は保険会	
	 社に対する保険料の支払いを中止できるものとします。この場	
	 合に保険契約が解約となっても、当社は責任を負いかねます。	
	 なお、会員が保険会社との契約の継続を希望する場合は、	
	 直接保険会社との間で手続きをしていただきます。
（5）会員は、各保険契約加入申込みの条件、本規約等の諸条件	
	 を遵守するものとします。
（6）会員が利用する、当社の認める継続的取引やサービス（灯油・	
	 ガス利用料金・電話利用料金・電気利用料金・新聞購読料・	
	 通信サービス利用代金等）をカードで継続的に支払う場合に	
	 は、本条（1）から前項までを適用するものとします。
第２５条（遅延損害金）
（1）会員が、カードショッピングの利用代金の支払いを遅延したと	
	 き（次項は除く）は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当	
	 該約定支払額に対し、以下年率を乗じた遅延損害金を支払う	
	 ものとします。
	 ①分割支払金の支払いが翌月１回払い以外の取引について	
	 	 は、当該分割支払金に対し、年14.6％を乗じた額と分割支	
	 	 払金合計の残金額に対し法定利率を乗じた額のいずれか	
	 	 低い額。但し、第７条（3）①の取引に該当する場合は除く。
	 ②１回払いおよびリボルビング払いの取引及び第7条（3）①	
	 	 の取引（但し、売買契約等の目的、内容が会員にとって営	

40万円超
〜50万円
25,000円
25,000円
50,000円

50万円超〜100万円迄
以降10万円増すごとに

5,000円ずつ増加

10,000円ずつ増加

30万円超
〜40万円
20,000円
20,000円
40,000円

9,000円 10,000円 15,000円 20,000円 25,000円

30万円超 〜40万円 40万円超
〜60万円

60万円超
〜80万円

80万円超
〜100万円

毎月の
お支払額

ご利用可能枠 20万円以下 20万円超 〜30万円

5,000円 6,000円 7,000円 8,000円

　2．元利定額方式
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	 	 業のためものである場合を除く。）については、当該弁済金	
	 	 に対し、年14.6％を乗じた額。
	 ③売買契約等の目的・内容が会員にとって営業のためのもの	
	 	 である場合の取引については、年14.6％を乗じた額。
（2）会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日	
	 から完済の日に至るまで、残元金全額に対し、以下の年率を	
	 乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
	 ①（1）①の取引については、残元金全額に対し、法定利率	
	 	 を乗じた額。
	 ②（1）②の取引については、残元金全額に対し、年14.6％を	
	 	 乗じた額。
	 ③（1）③の取引については、残元金全額に対し、年14.6％を	
	 	 乗じた額。
第２６条（商品の引取り及び評価・充当）
（1）会員が第７条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保	
	 した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。
（2）会員は、当社が（1）により商品を引取ったときは、会員と当社	
	 が協議のうえ、また協議できない場合は当社が決定した相当	
	 な価格をもって本規約に基づく債務の残額の弁済に充当する	
	 ことに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは会	
	 員及び当社の間で直ちに精算するものとします。
第２７条（見本・カタログ等と提供内容の相違による売買契約の解除等）
会員は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡
された商品・権利、または提供された役務が見本・カタログ等と相
違している場合は、加盟店に商品・権利の交換または役務の再提
供を申し出るか、または売買契約・役務の提供を解除することが
できるものとします。
第２８条（商品の所有権留保に伴う特約）
会員は、会員がカード利用により購入した商品の所有権が、当社
が販売店等に立替払いしたことにより販売店等から当社に移転し、
立替払い契約に基づく債務が完済されるまで当社に留保されるこ
とを会員は認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
	 ①善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、	
	 	 賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
	 ②商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、	
	 	 速やかにその旨を当社に連絡すること。
第２９条（支払停止の抗弁権（支払いの停止が認められる場合））
（1）会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナ	
	 ス払いにより購入した商品等について、次の事由が存するとき	
	 は、当該事由が解消されるまでの間、当社に対し、当該事由	
	 に係る商品等について支払いを停止することができます。但し、	
	 割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取	
	 引商品・権利・役務については、この限りではありません。
	 ①商品（権利）の一部または全部の引渡しがなされないとき。
	 ②役務の一部または全部の提供がなされないとき。
	 ③商品（権利）や役務は提供されたが、約束の期日に遅れた	
	 	 ため役に立たなかったとき。
	 ④商品（権利）に破損、汚損、故障、その他瑕疵（欠陥）が	
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	 	 あるとき。
	 ⑤クーリング・オフ、中途解約（但し、特定商取引に関する法	
	 	 律に定める特定継続的役務提供契約の場合に限る）に応	
	 	 じてもらえないとき。または加盟店が中途解約には応じたが、	
	 	 解約精算金の返還が行われないとき。
	 ⑥商品（権利）や役務が見本・カタログ等と異なるとき。
	 ⑦商品（権利）の販売条件となっている役務の提供がないとき。	
	 ⑧その他、商品（権利）販売や役務提供について、加盟店に	
	 	 対して生じている事由があるとき。
（2）当社は、会員が（1）の支払いの停止を行う旨を当社に申	
	 し出たときは、直ちに必要な手続きをとるものとします。
（3）会員は、本条（1）の申し出をしたときは、あらかじめ同項（本	
	 条（1））記載事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努	
	 めるものとします。
（4）会員は、本条（1）の申し出をしたときは、速やかに同項（本条（１））	
	 記載の理由を記載した書面（資料がある場合には当該資料を	
	 添付のこと）を当社に提出するよう努めるものとします。また、	
	 当社が当該事由について調査する必要があるときは、会員は	
	 その調査に協力するものとします。
（5）本条（1）の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するとき	
	 は、支払いを停止することはできないものとします。
	 ①カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
	 ②カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、	
	 	 売買契約等が割賦販売法第35条の3の 60 第1項に該	
	 	 当するとき。
	 ③1回のカード利用に係る支払い総額（分割支払金合計に頭	
	 	 金を加算した額をいう）が4万円未満のとき。
	 ④リボルビング払いの場合は、1回のカード利用にかかる利用	
	 	 代金の額が、3万8千円未満のとき。
	 ⑤当社の承諾なしに、売買契約の合意解約、加盟店に対す	
	 	 るカードショッピングの支払金の支払い、その他当社の債権	
	 	 を侵害する行為をしたとき。
	 ⑥海外の加盟店でカードを利用したとき。
	 ⑦本条（1）の事由が会員の責に帰すべき場合、その他、会	
	 	 員による支払いの停止が信義則に反すると認められるとき。
（6）会員は、当社が支払金の残額から本条（1）の支払停止額に	
	 相当する額を控除して請求したときには、控除後の支払金に	
	 ついての支払いは、継続するものとします。
第３０条（早期完済の場合の特約）
会員が、当初の契約どおりに分割支払金の支払いを履行し、かつ
約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、会員
は当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割手数
料のうち、当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求でき
るものとします。
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第３章 キャッシングサービスに関する条項
第３１条（キャッシングサービスの利用）
（1）会員はショッピングと別に当社から①～③の所定の手続きを	
	 することにより、金銭の借入れ（以下「キャッシング」という。）	
	 を受けることができます。
	 ①当社が設置した現金自動預払機（以下「ATM」という。）及び、	
	 	 当社が提携した金融機関のATMで、暗証番号を入力する	
	 	 等所定の操作を行った場合。
	 ②日専連 VISA カードについては、VisaWorldwideと提携し	
	 	 た日本国外の取扱金融機関等で所定の手続きをした場合。
	 ③その他当社所定の方法による場合。
（2）キャッシングサービスは、当社が認めた会員のみがそのサー	
	 ビスを受けることができます。
（3）キャッシングサービスの利用可能枠は当社の定める金額とし、	
	 別途連絡するものとします。また、当社は会員のカード利用状	
	 況等に応じて、会員の同意を得た上で、カード利用可能枠を	
	 増額できるものとします。
第３２条（キャッシングサービスの支払方法）
（1）会員は、キャッシングサービス利用による融資金を、毎月末日	
	 に締切り翌月に約定支払日までに指定した方法により支払う	
	 ものとします（約定支払日が休日の場合は翌営業日）。
（2）キャッシングサービスの利用による融資金は1万円単位（但し、	
	 日本国外にあっては、VisaWorldwideが指定した現地通貨単	
	 位）で、支払回数・支払期間は下記の条件のうちから会員が	
	 利用の都度指定するものとします。但し、海外キャッシング利	
	 用分は一括払いとなります。
（3）利息は当社が定める実質年率とします。第1回目の利息または

ボーナス一括払いは、ご利用日の翌日より会員があらかじめ指
定した約定支払日までの日数を実質年率でお支払いいただき
ます（1年365日とした実質年率による日割り計算）。

	 ・初回利息計算
	 	 お利息＝ご融資金額×14.95%×日数（ご利用日翌日から	
	 	 1回目支払月の約定日迄の日数）÷365日
	 ・2回目以降の利息計算
	 	 お利息＝ご融資残高×14.95%×約定日間日数÷365日
	 ●一括払い、ボーナス一括払い、分割払いの場合の返済例
	 	（返済は元利均等返済方式）

　　

お利息合計
2,293円
8,067円
14,694円
21,575円
25,823円
4,792円

返済額合計
102,293円
108,067円
114,694円
121,575円
125,823円
104,792円

1ヶ月
10ヶ月
20ヶ月
30ヶ月
36ヶ月
3ヶ月

返済回数
１回

   10回
   20回
　30回
　36回
ボーナス一括

約定支払日27日、実質年率14.95%、2024年4月1日利用の場合
ご利用金額

100,000円

返済期間
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	 ●リボルビング払いの場合の返済例
	 	（元利定額残高スライドリボルビング方式）
	 	 融資残元金に応じて、毎月の返済額が自動設定されます。	
	 	 自動設定された返済額と利息額の差額が元金の返済額と	
	 	 なります。

（4）キャッシングサービスの利用による支払期日及び融資金等（キ	
	 ャッシングサービス利用による融資金に利息を加算されたも	
	 のをいう。）は、当社所定の方法により請求いたします。
（5）ボーナス一括払いはご利用12月・1月・2月・3月・4月・5月・	
	 6月の場合支払い月は 7月とし、7月・8月・9月・10月・	
	 11月の場合支払い月は12月となります。
（6）キャッシングサービスの利用時にATM 利用料として会員は、	
	 1回の利用金額1万円の場合は110円（税込）、1回の利用金	
	 額 2万円以上は220円（税込）を支払うものとします。
（7）利息の料率は金融情勢等の変動により変更されることがあり	
	 ます。当社が料率の変更を通知した後は変更後の料率が適用	
	 されるものとします。
第３３条（遅延損害金）
	 会員が、キャッシングサービス利用による弁済金等の支払い
を遅延したときは、遅延した金額に対して支払い期日の翌日
より支払日に至るまで、また、期限の利益喪失の場合は、未

（リボルビング払いのご返済額テーブル）

ご利用残高

5万円以下
5万円超〜10万円
10万円超〜20万円
20万円超〜30万円
30万円超〜40万円
40万円超〜50万円

新ゆったりコース
ご返済月額
  3,000円
  5,000円
  8,000円
15,000円
20,000円
25,000円

標準コース
ご返済月額

10,000円

15,000円
20,000円
25,000円

ゆったりコース
ご返済月額

  5,000円

  8,000円
15,000円
20,000円
25,000円

返済回数
１回

   10回
　20回
　30回
　36回
ボーナス一括

（一括払い、分割払いのご返済額）
初回返済額
102,293円
11,762円
6,744円
5,080円
4,529円

104,808円

2回目以降返済額
−−−−

10,697円×8回
5,679円×18回
4,015円×28回
3,464円×34回

−−−−

最終回返済額
−−

10,729円
  5,728円
  4,075円
  3,518円
−−−−

ご利用金額

100,000円

お利息合計
    8,702円
  34,391円
  62,568円
  91,252円
121,704円

返済額合計
108,702円
234,391円
362,568円
491,252円
621,704円

返済期間
  11ヶ月

2年
2年8ヶ月
3年2ヶ月
3年7ヶ月

返済回数
11回
24回
32回
38回
43回

約定支払日27日、実質年率14.95%、2024年4月1日利用の場合
ご利用金額
100,000円
200,000円
300,000円
400,000円
500,000円
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払債務全額に対して期限の利益喪失の日より完済に至るまで、
年19.94％（1年 365日とした日割計算）の遅延損害金を当社
に支払うものとします。

第３４条（キャッシング早期返済の特約）
（1）キャッシングサービス利用代金の早期完済（会員が約定支払	
	 期間の途中でキャッシングサービスの支払残金の一部又は全	
	 額を約定支払日の前に支払うことをいう）を希望する場合は、	
	 以下のいずれかの方法で支払うものとします。また、その場合、	
	 会員は早期完済をする範囲、返済方法および支払日を指定す	
	 るものとし、当社は会員の指定に従い指定支払日時点におい	
	 て支払うべき金額を会員へ連絡するものとします。
	 ①当社指定の窓口で支払う。
	 ②その他、当社が承認した場合は当社所定の方法で支払う。
（2）当社に対する支払が次のいずれかに該当する場合は、会員へ	
	 の通知なくして当社所定の順序および方法により、当社に対	
	 するいずれの債務（本規約以外の契約にもとづく債務を含む）	
	 に充当および口座振込等による返金をしても、会員は異議が	
	 ないものとします。
	 ①当社に対する事前の連絡がなく振込にて支払われたとき。
	 ②当社に対する事前の連絡があり振込にて支払われた場合で	
	 	 あっても、連絡の際に指定した支払日・返済方法・金額等	
	 	 が異なる支払が行われたとき。
第３５条（キャッシング利用停止措置）
会員が次の何れかに該当したときは、当社は会員に通知することな
くカードのキャッシング利用を停止するものとします。
	 ①貸金業法又は日本貸金業協会自主規制に基づく収入証明	
	 	 の徴収依頼に応じない場合。
	 ②会員の利用可能枠、当社との他の契約に基づく借入残高、	
	 	 及び他の貸金業者からの借入残高の合計が、給与及びこれ	
	 	 に類する定期的な収入の年間合計額の三分の一を越えた	
	 	 場合。
	 ③その他当社が会員として不適当と判断した場合。
第３６条（勧誘拒否と勧誘拒否会員に対する勧誘再開）
（1）会員は、個人情報の取扱いに関する条項第３条の規定にかか	
	 わらず、勧誘中止の申し出ができるものとします。
（2）前項の申し出があった場合、当社は申し出の日よりも少なくと	
	 も1年間（希望する期間が確認できない場合は、少なくとも	
	 1ヶ月間）キャッシング商品について宣伝物・印刷物等の営	
	 業案内の利用停止措置をとるものとします。但し、請求書等	
	 業務上必要な書類に同封される宣伝物・印刷物についてはこ	
	 の限りではありません。
第３７条（キャッシング利用における書面の交付の同意）
（1）会員はキャッシングサービスを利用した場合、当社が貸金業	
	 法第17条（契約締結時の書面交付）6項の規定に基づき、	
	 同条1項の規定による書面の交付に代えて、極度方式貸付に	
	 関する契約の一定期間における貸付および返済その他の取引	
	 の状況を記載した書面を交付することを承諾するものと	
	 します。
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（2）会員は、当社が貸金業法第18条（受取証書の交付）3項の	
	 規定に基づき、同条第1項の規定による書面交付に代えて、	
	 極度方式貸付に関する契約による債権の全部または一部につ	
	 いて返済を受けた場合において、一定期間の貸付け、返済そ	
	 の他の取引状況を記載した書面（ご利用明細書）を郵送その	
	 他所定の方法により交付することを承諾するものとします。
（3）会員は、本条（1）および（2）による書面の交付の承諾後に	
	 おいても、その承諾を撤回できるものとします。
第３８条（帳簿の閲覧）
会員は当社に対し帳簿の閲覧または謄写を請求できるものとする。
但し当社は当該請求が当該請求を行った者の権利の行使に関する
調査目的とするものでないことが明らかである場合には、当該請求
を拒むことができるものとする。尚、会員は全ての帳簿について直
ちに閲覧・謄写できない場合があることを、あらかじめ了承するも
のとします。
第３９条（所得証明書等の提出）
（1）会員は、当社から要請があった場合には、貸金業法第13条	
	 （返済能力の調査）、同法13条の3（基準額超過極度方式基	
	 本契約に係る調査）および割賦販売法第30 条の2（包括支	
	 払見込額の調査）、同法施行規則第39条（包括支払見込額	
	 の調査等）に定める会員の収入、収益その他の資力を明らか	
	 にする事項を記載または記録した書面（以下「所得証明書」	
	 という。）を当社の指定する期日までに提出することにあらかじ	
	 め同意するものとします。
（2）配偶者の収入により生計を維持している会員で、キャッシング	
	 サービスを受けようとする場合には、会員の配偶者の同意書	
	 および所得証明書を提出することにあらかじめ同意するものと	
	 します。
（3）本条（1）、（2）に定める所得証明書の提出がない場合には、	
	 当社はカードの利用停止または利用可能枠の減額等の措置を	
	 とることができるものとします。
第４０条（準用規定）
会員規約第１章一般条項の第1条から第21条は、第2章カード
ショッピング条項及び第3章キャッシングサービスに関する条項に
おいても準用するものとします。

個人情報の取扱に関する同意条項

第１条（個人情報の収集・保有・利用）
申込者及び会員（以下併せて会員等という。）は、本契約（本申込
みを含む。以下同じ）を株式会社日専連パシフィック（以下「当社」
という）との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情
報（これらを総称した「個人情報」という）を当社が保護措置を講
じた上で、取得利用し、当社が定める相当な期間保有することに
同意します。
（1）本契約（本申し込みを含む。以下同じ）を含む当社との取り	
	 引きに関する与信判断および与信後の管理のために、以下の	
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	 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を収集、利用すること。
	 ①所定の申込書に会員が記載した会員の氏名・性別・生年月	
	 	 日・年齢・住所・電話番号・勤務先・職業・カードの利用	
	 	 目的・運転免許証番号・家族構成・住居状況・支払方法・	
	 	 振替口座、会員等が申込時および個人情報の変更時に届	
	 	 け出た事項。
	 ②本契約に関する入会申込日・入会承認日・有効期限・利用	
	 	 可能枠等の会員等と当社の契約内容に関する情報。
	 ③会員等のカードおよび個別クレジットの利用内容、お支払	
	 	 い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収、	
	 	 その他与信後の管理の過程において当社が知り得た	
	 	 情報。
	 ④本契約に関する会員の支払能力を調査するため又は支払途	
	 　上における支払能力を調査するため、会員等が申告した資	
	 　産・負債・収入・支出・当社が収集したクレジット利用・支	
	 　払履歴。
	 ⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確	
	 	 認書類等の記載事項または会員等が当社に提出した収入	
	 	 証明書類等の記載事項。
	 ⑥当社が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関	
	 	 が 発行する書類の記載事項。
	 ⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
	 ⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を	
	 	 用いた非対面取引（以下「非対面取引」という。）で、会員	
	 	 が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールア	
	 	 ドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所	
	 	 等の取引情報 （以下「非対面取引情報」という。）。
	 ⑨非対面取引で、会員が当該非対面取引の際に使用したパソ	
	 	 コン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器の関す	
	 	 る情報（OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識	
	 	 別番号等）（以下「デバイス情報」という。）。
（2）以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用するこ	
	 と。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたア	
	 ンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める	
	 営業案内等について当社に中止を申し出た場合、当社は業務	
	 運営上支障が無い範囲で、これを中止するものとします。
	 ①カードの機能、付帯サービス等の提供。
	 ②当社のクレジットカード事業その他の事業における取引上の	
	 	 判断（会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族	
	 	 との取引上の判断を含む。）。
	 ③当社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発お	
	 	 よび市場調査。
	 ④当社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその	
	 	 他の通信手段等の方法による、当社または加盟店その他の	
	 	 営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。
	 ⑤刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会そ	
	 	 の他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を	
	 	 求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
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（3）本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合に、業務	
	 の遂行に必要な範囲で、本項（1）①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個	
	 人情報を当該業務委託先に預託すること。
（4）割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の	
	 防止を図る業務を行うため、非対面取引で、非対面取引情報	
	 とデバイス情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分	
	 析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正	
	 利用である可能性が相対的に高いと判断された取引について	
	 は、当社は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認	
	 手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用	
	 を拒絶したりする場合があります。当社は当該業務のために、	
	 非対面取引情報およびデバイス情報を、不正検知サービスを	
	 運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行	
	 った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員による	
	 オンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定でき	
	 ないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事	
	 業者内において、当該事業者が提携する当社以外の組織向	
	 けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使	
	 用します。詳細については、当社ホームページ内の3Dセキュ	
	 アに関する案内にて確認できます。
第２条（信用情報機関が保有する信用情報の利用および信用情
　　    報機関への信用情報の提供）
1.	 信用情報機関が保有する信用情報の利用に関する同意
	 会員等（申込者を含みます。以下同じ。）は、下記の事項に同	
	 意します。
	 ①当社は、会員等の本人を特定するための情報（氏名、生年	
	 　月日、電話番号、本人確認書類の記号番号等、住所、等）を、	
	 　当社が加盟する信用情報機関（注）およびこれと提携する	
	 　信用情報機関（以下、「提携信用情報機関」といいます。）	
	 　に提供し、会員等に関する信用情報（3.（1）に定める情報	
	 　をいいます。以下同じ。）をこれら信用情報機関に照会します。
	 ②上記①の照会により、当社は、これら信用情報機関から信	
	 　用情報の提供を受け、会員等の支払能力・返済能力の調	
	 　査のために利用します。
	 　（注）個人の支払能力・返済能力に関する信用情報を、当	
	 	 　　 該機関に加盟する事業者（以下、「加盟事業者」とい	
	 　　　 います。）に提供することを業とするものをいいます。
2．	信用情報機関への信用情報の提供に関する同意
	 契約者は、下記の事項に同意します。
	 ①当社は、会員等に係る本契約に基づく下表に定める信用情	
	 　報を、当社が加盟する信用情報機関に提供します。これら	
	 　の信用情報は、当該信用情報機関において下表に定める	
	 　期間保有され、3．に記載のとおり利用されます。
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	 ②上記①により、当社が提供する信用情報は下記のとおり	
	 　です。
	 　会員等の本人を特定するための情報（氏名、生年月日、電	
	 　話番号、本人確認書類の記号番号等、住所、勤務先、勤	
	 　務先電話番号、等）。申込・契約内容に係る情報（契約の	
	 　種類、申込日、契約日、契約額、貸付額、商品名、および	
	 　その数量 /回数 /期間、支払回数、等）。
	 　支払に係る情報（請求額、入金額、利用残高、割賦残高、	
	 　年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関	
	 　する情報、等）。
3．	信用情報機関による信用情報の利用および加盟事業者に関 
	 する同意
	 会員等は、当社が加盟する信用情報機関が、当該機関の加	
	 盟事業者による契約者の支払能力・返済能力の調査に資する	
	 ことを目的に、保有する信用情報を以下のとおり利用すること、	
	 および加盟事業者に提供することに同意します。
（1）	信用情報機関が保有する信用情報
	 当社が加盟する信用情報機関は、下記の信用情報を保有し	
	 ます。
	 ①上記 2.①により、当社を含め、信用情報機関の加盟事業	
	 　者から提供を受けた情報
	 ②信用情報機関が収集した①以外の情報
	 ③信用情報機関が、保有する信用情報に分析等の処理を行	
	 　い算出した数値等の情報、その関連情報
（2）	信用情報機関による信用情報の利用
	 当社が加盟する信用情報機関は、保有する信用情報を下記の	
	 とおり利用します。
	 ①信用情報の確認、調査、名寄せ・合算、その他信用情報	
	 　機関の業務を適切に実施するための処理
	 ②信用情報の分析等の処理およびそれに基づく数値等の情	
	 　報の算出
（3）	信用情報機関による加盟事業者に対する信用情報の提供
	 当社が加盟する信用情報機関は、信用情報（（1）①②③）	
	 を加盟事業者へ提供します。また、信用情報（（1）①）を、	
	 提携信用情報機関を通じてその加盟事業者へ提供します。
4．	当社が加盟する信用情報機関およびその提携信用情報機関
（1）当社が加盟する信用情報機関の名称等
	 当社が加盟する信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ	

登録情報

本規約の申込みに係る事実
（本人を特定するための情報
および申込みの事実）

本規約に係る事実（本人を特
定するための情報および本契
約に係る客観的な取引事実）

債務の支払いを延滞した事実

登録の期間

当社が指定信用情報機関に
照会した日から６ヶ月間

契約期間中及び契約終了
日後５年以内

契約期間中及び契約終了日
から５年間
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	 電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに	
	 信用情報機関に加盟し、信用情報を利用・提供する場合は、	
	 別途書面（電磁的記録を含みます。）により通知し、同意を得	
	 るものとします。
	 当社が加盟する指定信用情報機関
	 ①株式会社シー・アイ・シー（ＣＩＣ）
	 　（割賦販売法に基づく指定信用情報機関）
	 　（貸金業法に基づく指定信用情報機関）
	 	 〒160‒8375東京都新宿区西新宿1-23‒7
	 	 新宿ファーストウエスト15階
	 	 ホームページアドレスhttps://www.cic.co.jp/ 
	 	 お問い合わせ先 0570-666-414
	 	（主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とす	
	 　る個人信用情報機関）
	 	 ※（株）シー・アイ・シーの加盟資格、加盟事業者名、信	
	 　用情報の利用目的および利用方法、同社が実施する「ク	
	 　レジットガイダンス」については、上記の同社ホームページ	
	 　をご覧ください。
（2）（株）シー・アイ・シーと提携する指定信用情報機関の名称、	
	 住所、電話番号は以下の通りです。
	 ①株式会社日本信用情報機構（ＪＩＣＣ）
	 　（貸金業法に基づく指定信用情報機関）
	 	 〒101-0014東京都台東区北上野1-10-14
	 	 住友不動産上野ビル5号館
	 	 ホームページアドレスhttps://www.jicc.co.jp/ 
	 	 お問い合わせ先 0570-055-955
	 	（主にクレジット事業、リース事業、保証事業、貸金業等の与	
	 	 信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関）
	 ②全国銀行個人信用情報センター（ＫＳＣ）
	 	 〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 銀行会館
	 	 ホームページアドレスhttps://www.zengikyo.or.jp/pcic/ 
	 　お問い合わせ先 03-3214-5020
	 	（主に金融機関と、その関係会社を会員とする個人信用情報	
	 	 機関）
	 ※各信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名の登録等の	
	 詳細は、各機関のホームページをご覧下さい。
第３条（信用情報機関による信用情報の利用および加盟事業者 
		    に対する提供に関する同意）
会員等は、当社が加盟する信用情報機関が、当該機関の加盟事
業者による会員等の支払能力・返済能力の調査に資することを目
的に、保有する信用情報を以下のとおり利用すること、および加盟
事業者に提供することに同意します。
（1）信用情報機関が保有する信用情報
	 当社が加盟する信用情報機関は、下記の信用情報を保有	
	 します。
	 ①上記第２条 (2)により、当社を含め信用情報機関の加盟事	
	 	 業者から提供を受けた情報
	 ②信用情報機関が収集した①以外の情報



27

	 ③信用情報機関が、保有する信用情報に分析等の処理を行	
	 	 い算出した数値等の情報、その関連情報 
（2）信用情報機関による信用情報の利用
	 当社が加盟する信用情報機関は、保有する信用情報を下記の	
	 とおり利用します。
	 ①信用情報の確認、調査、名寄せ・合算、その他信用情報	
	 	 機関の業務を適切に実施するための処理
	 ②信用情報の分析等の処理およびそれに基づく数値等の情	
	 	 報の算出
（3）信用情報機関による加盟事業者に対する信用情報の提供
	 当社が加盟する信用情報機関は、信用情報（同項（1）①②	
	 ③）を加盟事業者へ提供します。また、信用情報（同項（1）①）	
	 を、提携信用情報機関を通じてその加盟事業者へ提供します。
第４条（個人情報の利用目的）
会員等は、当社が下記の目的のために第1条（1）①の個人情報
につき、保護措置を講じた上で利用することに同意します。
	 ①当社との取引に関する与信判断および与信後の管理のため。
	 ②カードの機能、付帯サービス等の提供のため。
	 ③当社のクレジット事業、その他当社事業における取引上の	
	 	 判断（加盟店申込審査も含む）。
	 ④当社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発お	
	 	 よび市場調査のため。
	 ⑤当社事業における宣伝物の送付および電話等、当社または	
	 	 加盟店等の営業案内または保険契約に関する勧誘のため。
	 ⑥割賦販売法および貸金業法に基づく対応として、当社が加	
	 	 盟する指定信用情報機関および当該機関と提携する個人信	
	 	 用情報機関に照会・登録するため。
	 ⑦上記の他、契約または法律に基づく権利の行使、義務履行	
	 	 等のため、提携契約の履行、訴訟への対応のため。
第５条（個人情報の提供）
（1）会員等は、株式会社日専連（以下「日専連」という）および日	
	 専連加盟のクレジット事業者、ＪＣＢ、または三菱ＵＦＪニコス	
	 ならびにＪＣＢまたは三菱ＵＦＪニコスが提携しているクレジッ	
	 ト会社に、第1条（1）①の個人情報に保護措置を講じた上で、	
	 業務遂行に必要な範囲内で提供することに同意します。
（2）当社が事務（コンピューター事務、代金決済事務及びこれら	
	 に付随する事務等）を第三者に業務委託する場合に、当社	
	 が個人情報の保護措置を講じた上で、第1条により収集した個	
	 人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
（3）会員等は、当社から譲渡または委託を受けた債権の管理・	
	 回収を行うため、及び債権譲渡を受けて管理・回収を行うに	
	 あたって事前に当該債権の評価・分析を行うため、下記の債	
	 権回収会社に対し、第１条（1）①の個人情報に保護措置を講	
	 じた上で、当該債権に関する個人情報のうち、必要な範囲で	
	 提供することに同意します。
	 [ 名     称 ]   ニッテレ債権回収株式会社
	 [ 所在地 ]〒108-0023東京都港区芝浦3-16-20　　　　		
	 芝浦前川ビル5Ｆ
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	 [ 電話番号 ] 03-3769-4611
（4）会員等および保証人は、当社が各種法令の規定により提出を	
	 求められた場合、及びそれに準ずる公共の利益のため必要	
	 がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意	
	 します。
第６条（個人情報の開示・訂正・削除）
（1）開示請求手続き
	 会員等は、当社に登録されている自己に関する客観的な取引	
	 事実に基づく個人情報に限り、当社所定の手続きにより開示	
	 するよう請求することができます。指定信用情報機関に登録さ	
	 れている情報の開示等を求める場合には、当該機関に連絡し	
	 てください。
	 ①当社のお問合わせ窓口は第12条第2項のとおりです。
	 ②個人情報の開示に際してご提出いただく書類は、個人情報	
	 	 開示申請書および本人確認書類（運転免許証、運転経歴	
	 	 証明書、マイナンバーカード、健康保険証のいずれか1点）	
	 	 です。
	 ③回答期限は、開示請求の受付日から原則2週間を目途に	
	 	 回答いたします。但し、調査に時間を要するなど2週間以内	
	 	 に回答できない場合は、ご連絡いたします。
（2）開示しないことができる場合
	 当該情報の開示により業務に著しい支障をきたすおそれがあ	
	 ると当社が判断した場合には、当社は当該情報の一部または	
	 全部の開示を拒絶できるものとします。
（3）訂正・削除
	 万一登録内容が事実でないことが判明した場合には、当社は	
	 速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第７条（クレジット契約が不成立の場合）
本契約が不成立の場合であっても、その理由の如何を問わず第１
条および第２条に基づき、本契約にかかる申込みをした事実に関
する個人情報が一定期間利用されます。それ以外に利用されるこ
とはありません。
第８条（条項に不同意の場合）
当社は、契約者が本契約に必要な記載事項（本申込書で契約者
が記載すべき事項）の記載を希望しない場合および本同意条項
の内容の全部または一部に同意できない場合、本契約をお断りす
ることがあります。但し第８条に同意しない場合でも当社が本契約
をお断りすることはありません。
第９条（個人情報の利用停止の申出）
会員等および連帯保証人は、本契約成立後、当社が宣伝物・印
刷物送付等の営業案内を行うための利用停止の申出を行うことが
できるものとし、当社はそれ以降の利用停止の措置を取るものとし
ます。但し、請求書等業務上必要な書類に同封される宣伝物・印
刷物についてはこの限りではありません。
第１０条（取引時確認に関する同意）
会員等は、犯罪収益移転防止法に関し、以下の内容について同意
します。
	 ①犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認書類を提出する	



29

	 	 こと。
	 ②当社が住民票の写しを取得する場合があること。
	 ③当社に提出した取引時確認書類は返却されないこと。
第１１条（開示費用の負担）
会員等は当社に対し自己に関する個人情報の開示を申請した場合、
開示費用として下記手数料を支払うものとします。
	 ・当社窓口来店による情報開示 	1,100円（税込）
	 ・郵送による情報開示　　　　	1,760円（税込）
第１２条（条項の変更）
本同意条項に変更が生じた場合には、必要に応じて当社より会員
または連帯保証人に通知します。また、当社が実質的な変更と判
断した場合は、通知に対する同意を得ることとします。
第１３条（お問合わせ窓口）
（1）商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードを利用され	
	 た加盟店にご連絡下さい。
（2）当社カードのサービス・入会手続き等、お届け事項の変更、	
	 宣伝印刷物送付等の営業案内中止、本規約のご相談、個人	
	 情報の開示・訂正・削除等、会員等および連帯保証人の個人	
	 情報に関するお問合せ・ご相談および支払停止の抗弁に関す	
	 る書面については下記におたずね下さい。

 　　 　株式会社 日専連パシフィック  業務課お客様相談室
 　　 　〒053-0022 北海道苫小牧市表町3丁目2番11号
 　　 　電話番号 0144-33-2000
 　　 　包括信用購入あっせん業者　北海道（包）第8号
  　　　個別信用購入あっせん業者　北海道（個）第3号 -４
  　　　貸金業者登録番号　北海道知事 胆第 00443号

  　　　〈貸金業務にかかる指定紛争解決機関〉
  　　　日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
  　　　〒108-0074 東京都港区高輪 3-19-15
  　　　電話番号 03-5739-3861
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日専連Ｗｅｂ明細照会サービス利用者規定
 	
第１条（定義）　　　　　
１．「会員」とは、株式会社日専連パシフィック（以下「当社」という）	
	 が発行するクレジットカードの貸与を受けた者（家族会員を	
	 含む）をいいます。
２．「日専連Ｗｅｂ明細照会サービス」（以下「本サービス」という）	
	 とは、当社所定のＷｅｂサイト（以下「Ｗｅｂサイト」という）に	
	 おいて提供する第４条の内容のサービスをいいます。
３．「利用登録」とは、本サービスの利用を希望する会員が利用申	
	 請し、当社が本サービスの利用を承認して利用者として登録す	
	 ることをいいます。
４．「利用者」とは、本規定を承認のうえ利用申請し、当社に承認	
	 されて利用登録を完了した会員をいいます。
５．「登録情報」とは、利用者が利用登録時に申請した属性情報、	
	 Ｅメールアドレス、その他の情報、及びＩＤ・パスワードの情報	
	 をいいます。
第２条（利用登録等）
１．利用登録を行うことができる者は、会員とします。
２．本サービスの利用を希望する会員は、本規定を承認のうえ、	
	 所定の方法により、カードの会員番号、Ｅメールアドレス、その	
	 他の必要事項を当社に申請するものとします。
３．本規定を承認した会員は、併せて本人認証サービス「３Ｄセキ	
	 ュア利用者規定」（本規定の後に記載）に同意するものとします。
４．当社は、前項で申請した者のうち、本サービスの利用を承認し	
	 た者に対して、同人を特定する番号（以下「ＩＤ」という）を発	
	 行します。
５．ＩＤを発行した時点で、利用登録の完了とします。なおパスワ	
	 ードは、ＩＤの発行を受けた者が任意に指定できるものとします。
６．前項に基づき会員が指定したパスワードは、本サービスのほ	
	 か、別途当社が定める「３Dセキュア利用者規定」に基づく本	
	 人認証サービスにおいても使用するパスワードとなります。
７．利用登録は、カード毎に行うものとします。同一のカードにつ	
	 いて再度利用登録を行った場合、従前のＩＤ、及びパスワード	
	 は効力を失うものとします。
８．利用者は、当社所定の方法で申請することにより、本サービス	
	 の利用登録を解除することができるものとします。
９．紙明細停止を選択し登録を行った場合、マンスリーステートメ	
	 ントの電磁的方法による提供について承諾したものとします。
第３条（登録情報）
利用者は、当社に登録したＥメールアドレスの内容に変更があった
場合、直ちに当社所定の届出を行うものとします。また、携帯電話
を保有する会員は、当社に対して、携帯電話番号を届け出るもの
とします。
第４条（本サービスの内容等）
１．当社の提供する本サービスの内容は、以下の通りとします。
	 （１）ご請求金額・ご利用明細照会、支払回数変更受付
	 （２）お客様情報の照会・変更受付
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	 （３）カードご利用枠の照会・変更受付
 	 （４）ポイント情報の照会・交換受付
 	 （５）各種支払申込受付
 	 （６）本人認証サービス（3Dセキュア）へのご登録
２．当社は、本サービスの内容を任意に追加、変更、又は中止す	
	 ることができるものとします。その場合、当該追加、変更、又	
	 は中止を行うことについて、利用者に対しＷｅｂサイトへの掲	
	 載、その他の方法等により、公表、又は通知するものとします。
第５条（本サービスの利用方法）
１．利用者は、本規定のほか、第４条第１項の各種サービスにお	
	 ける「案内」「利用上の注意」「その他の注記事項」、及び別途	
	 定める規約等（以下、「本規定等」という）を遵守するものと	
	 します。
２．利用者は、ＷｅｂサイトにおいてＩＤ、及びパスワードを入力し、	
	 本規定等に従うことにより、本サービスを利用することができ	
	 るものとします。
３．当社は、入力されたＩＤ、及びパスワードの一致を確認するこ	
	 とにより、その入力者を利用者本人と推定し、本サービス提	
	 供するものとします。
第６条（提携先サービス）
１．利用者は、本サービスのほか、当社が提携する第三者（以下「提	
	 携先」という）が提供するサービス（以下「提携先サービス」	
	 という）を利用することができるものとします。
２．利用者は、提携先サービスを利用する場合、本規定等のほか、	
	 提携先の定める規定等に従うものとします。
第７条（利用者の管理責任）
１．利用者は、自己のＩＤ、及びパスワードが本サービスや本人認
	 証サービス(3Dセキュア )、又は提携先サービスにおいて使	
	 用されるものであることを認識し厳重にその管理を行うものと	
	 します。
２．利用者は、ＩＤ、及びパスワードの使用、管理について他人に	
	 知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するもの	
	 とします。
３．ＩＤ、及びパスワードが第三者に使用されたことによる損害は、	
	 当社、又は提携先の故意、過失による場合を除き、当社は一	
	 切責任を負わないものとします。
４．利用者は、自己のＩＤ、及びパスワードが使用されて、当社並	
	 びに提携先、又は第三者に対して損害を与えた場合、その損	
	 害を賠償しなければならないものとします。
第８条（利用者の禁止事項）
１．利用者は、利用者として有する権利を、第三者に譲渡もしくは	
	 行使させてはならないものとします。
２．利用者は、本サービスの利用によって取得した情報を私的範	
	 囲内で利用するものとし、商業的に利用してはならないものと	
	 します。
第９条（知的財産権等）
本サービスの内容、情報等、本サービスに含まれる著作権、商標、
その他の知的財産権等は、すべて当社、及び提携先の権利者に
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帰属するものであり、利用者はこれらの権利を侵害、又は侵害する
おそれのある行為をしてはならないものとします。 	
第１０条（利用登録抹消）
当社は、利用者が次のいずれかに該当し、当社が必要と認めた場合、
その利用登録を抹消して利用者のＩＤを無効とすること、又は当該
利用者の本サービスの利用を制限することができるものとします。
	 （１）会員資格を喪失した場合
	 （２）本規定のいずれかに違反した場合
	 （３）利用登録時に虚偽の申請をした場合
	 （４）本サービスの利用に際し必要とされる債務支払または義	
　　　　務の履行を行わなかった場合
	 （５）同ＩＤで連続してログインエラーとなった場合
	 （６）その他、当社が利用者として不適当と判断した場合
第１１条（利用者に対する通知）
１．当社は、利用者が登録したＥメールアドレスを、利用者に対す	
	 る通知や情報提供に利用できるものとします。但し、情報提	
	 供に限り、利用者が当社所定の届出をすることにより、当該	
	 Eメールの配信を中止できるものとします。
２．当社が登録されたＥメールアドレスに対して、通知や情報提供	
	 を行ったことにより、利用者、又は第三者に対して損害が発生	
	 した場合において、当社の故意、又は重大な過失による場合	
	 を除き、当社は一切責任を負わないものとします。	
第１２条（個人情報の取扱い）
１．利用者は、当社がＥメールアドレスなどの登録情報、本サービ	
	 スの利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置	
	 を行ったうえ、以下の目的のために利用することに同意するも	
	 のとします。
	 （１）宣伝情報の配信等当社の営業に関する案内に利用する	
	 	 　こと
	 （２）業務上の必要事項の確認や連絡に利用すること
	 （３）市場調査を目的としたアンケート用Ｅメールの配信に利用	
	 　　すること
２．当社は、当該業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必	
	 要な範囲で、個人情報を業務委託先に提供します。
第１３条（免責）
１．本サービスにおいて、当社が採用する暗号技術は、当社が妥	
	 当と判断する限りのものであり、その完全性、安全性等に関し	
	 ていかなる保証も行わないものとします。
２．当社の故意、又は重大な過失による場合を除き、当社は、本	
	 サービスの利用に起因して生じた利用者の損害について、一	
	 切責任を負わないものとします。
	
第１４条（本サービスの一時停止と中止）
１．当社は、次のいずれかに該当する場合、利用者への事前通知	
	 なしで、本サービスの一時停止、又は中止することができるも	
	 のとします。
 	 （１）システム保守、その他本サービス運営上の必要がある	
	 	     場合
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	 （２）天災、停電、その他本サービスを継続することが困難に	
	 	     なった場合
	 （３）その他当社が必要と判断した場合
２．当社の故意、又は重大な過失による場合を除き、当社は、本	
	 サービスの一時停止、又は中止に起因して生じたいかなる損害	
	 について、一切責任を負わないものとします。	
第１５条（本規定の変更）
１．当社は次の各号のいずれかに該当する場合には、民法の定め	
	 に基づき 、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発	
	 生時期を当社のホームページにおいて公表するほか、必要が	
	 あるときにはその他必要な方法で周知した上で、会員と個別に	
	 合意することなく、本規定を変更することができるものとします。
	 ①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
	 ②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必	
	 　要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照	
	 	 らし、合理的なものであるとき。
２．当社は前項に基づく他、あらかじめ変更後の内容を当社ホー	
	 ムページにおいて告知する方法又は会員にその内容を周知し	
	 た上で、本規定を変更することができるものとします。この場合、	
	 当該周知の後に会員が本規定に係る取引を行ったときは、会	
	 員は変更を承諾したものとみなし、以後変更後の規定が適用	
	 されるものとします。	
第１６条（準拠法）
本規定の効力、履行、及び解釈に関しては、すべて日本法が適用
されるものとします。	
第１７条（合意管轄）
利用者は、本サービスの利用に関する紛争について、会員と当社
との間で訴訟が生じた場合、訴額の如何に係わらず、当社の本店
所在地を所轄する簡易裁判所及び地方裁判所を合意管轄裁判所
とすることに同意するものとします。	
第１８条（本規定の優越）
本サービスの利用に際し、当社が別に定める会員規約等のあらゆ
る規約と、本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先され
るものとします。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本人認証サービス「３Ｄセキュア」利用者規定
 
第１条（定義）
１．本規定において「本人認証サービス」（以下「３Ｄセキュア」とい	
	 う）とは、株式会社日専連パシフィック（以下「当社」という）、	
	 並びに当社が提携するブランドカード会社が提供する本人認	
	 証サービスをいい、サービス名称は以下の通りです。
	 （１）日専連ＪＣＢカードの場合・・・「J/Secure」
	 （２）日専連ＤＣＶＩＳＡカードの場合・・・「Visa Secure」
２．「３Ｄセキュア利用登録」とは、日専連Ｗｅｂ明細照会サービス	
	 利用者規定第２条に則り、日専連Ｗｅｂ明細照会サービス利用	
	 の承認を得る手続きをいいます。
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３．「３Ｄセキュア利用者」とは、「３Ｄセキュア利用登録」を完了し、	
	 当社から「３Ｄセキュア」の利用承認を得た会員をいいます。
４．「３Ｄセキュア登録情報」とは、「３Ｄセキュア利用者」が「３Ｄ	
	 セキュア利用登録」時に申請した情報をいいます。
５．「３Ｄセキュア参加加盟店」とは、当社がカード会員規約に定	
	 める加盟店（以下「加盟店」といいます）のうち、当該加盟店	
	 の運営するＷｅｂサイト（以下「加盟店サイト」といいます）に	
	 おいて「３Ｄセキュア利用者」からカードを利用した商品等の	
	 購入、及びサービス等の提供の申込をオンラインで受付ける	
	 に際し、「３Ｄセキュア利用者」に対し、加盟店サイト上にお	
	 けるカードの会員番号、有効期限等の入力に加え、加盟店サ	
	 イト、又は同サイトから誘導されたＷｅｂサイト上において、「３	
	 Ｄセキュア利用登録」上のＩＤ、パスワードの入力または「３Ｄ	
	 セキュア利用者」に別途通知されたワンタイムパスワードの入	
	 力による所定の認証方式による認証手続（以下「認証手続」	
	 といいます）を要求する加盟店をいいます。
６．「パスワード」とは、ワンタイムパスワードと固定パスワードの総	
	 称を指します。
７．「ワンタイムパスワード」とは、本人認証サービス利用者が３Ｄ	
	 セキュアによる認証手続を行おうとする都度発行を受け、1回	
	 に限って利用できるパスワードをいいます。
８．「固定パスワード」とは、３Ｄセキュア利用者が３Ｄセキュアによ	
	 る認証手続を行おうとする際に使用する固定のパスワードをい	
	 い、当社が別途定める「日専連Ｗｅｂ明細照会サービス利用	
	 者規定」に基づき会員が利用するWeb明細サービスのため	
	 に会員が自ら指定したパスワードと同一のパスワードをいい	
	 ます。
第２条（３Ｄセキュア利用登録等）
１．3Ｄセキュア利用登録は、日専連Ｗｅｂ明細照会サービスへの新	
	 規登録時に表示される３Ｄセキュア利用者規定への同意をも		
	 って完了とします。
2．３Ｄセキュア利用登録は、会員番号毎に行うものとします。同	
	 一の会員番号について再度利用登録を行った場合、従前の	
	 ３Ｄセキュア利用登録等は効力を失うものとします。
第３条（３Ｄセキュアの内容等）
１．当社、並びに当社が提携するブランドカード会社が提供する	
	 ３Ｄセキュアのサービス内容は、以下の通りとします。
 	 （１）３Ｄセキュア参加加盟店において、カードを利用した商品	
	 　　等の購入、及びサービス等の提供の申込をオンラインで	
	 	 　受付けるに際し、当社並びに当社が提携するブランドカ	
	 	 　ード会社等が、３Ｄセキュア利用者に対して認証手続を	
	 	 　行うサービス。
	  （２）前号に付随するその他サービス。
 ２．当社は、書面、Ｗｅｂサイト、その他の方法で、３Ｄセキュア利	
	 用者に通知、又は公表することにより、３Ｄセキュアの内容を	
	 任意に追加、変更、又は中止することができるものとします。
第４条（３Ｄセキュアの利用方法等）
1．３Ｄセキュア利用者は、加盟店サイト、又は同サイトから誘導さ	
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	 れたＷｅｂサイトにおいて、カードを利用した商品等の購入、及	
	 びサービス等の提供の申込をオンラインで行うに際し、加盟	
	 店サイト、又は同サイトから誘導されたＷｅｂサイトの指示に基	
	 づき、ＩＤ、パスワードを入力し、または３Ｄセキュア利用者に	
	 別途通知されたワンタイムパスワードを入力することにより認	
	 証手続を行わなければならないものとします。なお、３Ｄセキ	
	 ュア利用者が入力するパスワードがワンタイムパスワードと固	
	 定パスワードのいずれとなるかについては、当社が指定するも	
	 のとします。ワンタイムパスワードによる本人認証を行う場合、	
	 当社はワンタイムパスワードを３Ｄセキュア利用者が当社に登	
	 録した携帯電話番号宛てにショートメッセージ（SMS）を送信	
	 する方法により３Ｄセキュア利用者に通知します。
２．当社は、入力されたＩＤ、パスワードまたはワンタイムパスワー	
	 ドを確認し（以下「認証結果確認」という）、一致した場合は、	
	 その入力者を３Ｄセキュア利用者と推定して扱うものとします。
３．当社は、前項の認証結果確認において、認証結果を３Ｄセキ	
	 ュア参加加盟店に通知します。
４．３Ｄセキュア利用者は、本規定のほか、日専連Ｗｅｂ明細照会	
	 サービス利用者規定、その他の注記事項、及び別途定める規	
	 約等（以下、本規定、注記事項、及び規約を総称して「本規定等」	
	 という）を遵守するものとします。
 第５条（３Ｄセキュア利用者の管理責任）
1．３Ｄセキュア利用者は、自己のＩＤ、パスワードまたはワンタイム	
	 パスワードが３Ｄセキュアにおいて使用されるものであることを	
	 認識し、厳重にその管理を行うものとします。
2．３Ｄセキュア利用者は、自己が当社に登録した携帯電話番号宛	
	 てにワンタイムパスワードが送信されることを認識し、携帯電	
	 話端末等を厳重に管理するものとします。
3．３Ｄセキュア利用者が、ＩＤ、パスワードまたはワンタイムパス	
	 ワードを盗用された場合、３Ｄセキュア利用者は当該事実を速	
	 やかに当社へ届け出るとともに、被害状況の調査に協力する	
	 ものとします。
4．３Ｄセキュア利用者は、自己のパスワードが第三者に漏えい等し	
	 てカードの不正利用等による損害が発生した場合には、その	
	 補償の責を負うものとします。但し、前項の場合で、３Ｄセキ	
	 ュア利用者に責任がないと判断された場合においては、その	
	 カード利用代金の支払いは免除されるものとます。
５．前項に関わらず、次のいずれかに該当するときは、カード利用	
	 代金の支払いは免除されないものとします。
	 （１)３Ｄセキュア利用者が第三者に自己のＩＤ、パスワードま	
	 	 　たはワンタイムパスワードを使用させるなど、善良なる管	
	 	 　理者の注意をもって自己のＩＤ、パスワードまたはワンタイ	
	 	 　ムパスワードを使用し管理していない場合。
	 （２）故意、過失に関わらず３Ｄセキュア利用者本人、及びそ	
	 	 　の家族、同居人など、３Ｄセキュア利用者の関係者によ	
	 	 　る利用である場合。
	 （３）３Ｄセキュア利用者が、当社による被害状況の調査に協	
	 	 　力しない場合。
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	 （４）当社による被害状況の調査に対する報告内容が虚偽であ	
	 	 　った場合
	 （５）当社が郵送、又はＷｅｂサイト等で「利用代金明細」の	
	 	 　通知を行った後、自己のＩＤ、パスワードまたはワンタイム	
	 	 　パスワードが盗用された事実を６０日以内に当社へ届け	
	 	 　なかった場合。
	 （６）購入商品などが、当社に登録の３Ｄセキュア利用者の住	
	 	 　所に配送、受領されている場合。又は、発信元の電話番号、	
	 	 　あるいはＩＰアドレスが３Ｄセキュア利用者、及び関係者	
	 	 　の自宅、勤務地などである場合。
	 （７）３Ｄセキュア利用者の操作ミス、回線障害に起因する場合。
	 （８）戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた、ＩＤ、	
	 	 　パスワードの紛失、流失により盗用された場合。
	 （９）その他、当社が客観的な事実に基づき、３Ｄセキュア利	
	 	 　用者本人の利用であると判断した場合。
第６条（３Ｄセキュア利用者の禁止事項）
1．３Ｄセキュア利用者は、利用者として有する権利を、第三者に	
	 譲渡、もしくは行使させてはならないものとします。
2．３Ｄセキュア利用者は、３Ｄセキュアの利用によって取得した情	
	 報を私的範囲内で利用するものとし、商業目的に利用してはな	
	 らないものとします。
第７条（利用登録抹消）
当社は、３Ｄセキュア利用者が次のいずれかに該当する場合、	
３Ｄセキュア利用者の承諾なくしてその利用登録を抹消できるもの
とし、また、当該３Ｄセキュア利用者の３Ｄセキュアの利用を制限す
ることができるものとします。
 	 （１）日専連カード会員資格を喪失した場合。
	 （２）日専連Ｗｅｂ明細照会サービスの利用登録が解除された	
	 	 　場合。
	 （３）本規定のいずれかに違反した場合。
	 （４）利用登録時に虚偽の申請をした場合。
	 （５）３Ｄセキュアの利用に際し、必要とされる債務支払、又は	
	 	 　義務の履行を行わなかった場合。
	 （６）その他当社が利用者として不適当と判断した場合。
 第８条（個人情報の取扱い）
1．３Ｄセキュア利用者は、当社が３Ｄセキュアの利用に関する情報	
	 等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ、以下の	
	 目的のために利用することに同意するものとします。
	 （１）宣伝情報の配信等、当社の営業に関する案内に利用する	
	 	 　こと
	 （２）統計資料などに加工して利用すること（個人が識別でき	
	 	 　ない情報に加工されます）
２．当社の業務を第三者に委託する場合、業務遂行に必要な範囲	
	 で、個人情報を当該業務委託先に預託します。
第９条（免責）
1．３Ｄセキュアにおいて、当社が採用する暗号技術は、当社が妥	
	 当と判断する限りのものであり、その完全性、安全性等に関し	
	 ていかなる保証も行わないものとします。
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２．当社の故意、又は過失による場合を除き、当社は３Ｄセキュア	
	 の利用に起因して生じた３Ｄセキュア利用者の損害について、	
	 一切責任を負わないものとします。
3．３Ｄセキュアを利用して購入した商品、及び提供を受けたサー	
	 ビスの品質、その他通常の商取引において生じた問題を３Ｄセ	
	 キュア利用者は、３Ｄセキュア参加加盟店との間で処理するも	
	 のとします。
 第１０条（３Ｄセキュアの一時停止・中止）
１．当社は、次のいずれかに該当する場合、３Ｄセキュア利用者へ	
	 の事前通知、又は承諾なくして、３Ｄセキュアを一時停止、又	
	 は中止できるものとします。
	 （１）システム保守その他、３Ｄセキュア運営上の必要がある	
	 	 　場合。
	 （２）天災、停電その他、３Ｄセキュアを継続することが困難	
	 	 　になった場合。
	 （３）その他，当社が必要と判断した場合。
 ２．当社は、当社の故意、又は過失による場合を除き、３Ｄセキ	
	  ュアの一時停止、又は中止に起因して生じたいかなる損害につ	
	 いても、一切責任を負わないものとします。
 第１１条（本規定の変更）
 １．当社は次の各号のいずれかに該当する場合には、民法の定め	
	 に基づき 、本規定を変更する旨、変更後の内容及び効力発	
	 生時期を当社のホームページにおいて公表するほか、必要が	
	 あるときにはその他必要な方法で周知した上で、会員と個別に	
	 合意することなく、本規約を変更することができるものとします。
	 ①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
	 ②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必	
	 	 要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に	
	 	 照らし、合理的なものであるとき。
２．当社は前項に基づく他、あらかじめ変更後の内容を当社ホー	
	 ムページにおいて告知する方法又は会員にその内容を周知し	
	 た上で、本規定を変更することができるものとします。この場合、	
	 当該周知の後に会員が本規定に係る取引を行ったときは、会	
	 員は変更を承諾したものとみなし、以後変更後の規定が適用	
	 されるものとします。
 第１２条（準拠法）
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用
されるものとします。
第１３条（合意管轄裁判所）
３Ｄセキュアの利用に関する紛争について、３Ｄセキュア利用者と
当社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんに係わらず、当社
の本社所在地を所轄する簡易裁判所及び地方裁判所を合意管轄
裁判所とすることに同意するものとします。
第１４条（本規定の優越）
３Ｄセキュアの利用に際し、当社が別に定める会員規約などのあら
ゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先され
るものとします。
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会員規約の電子交付に関する同意条項

株式会社日専連パシフィック（以下「当社」といいます）が、会員
に対して各種業法に基づいて行う各種書面の交付に代えて、以下
のとおり当該書面に記載すべき事項を電磁的方法による交付（以
下「電子交付」といいます。）の方法で行うことについて会員は承
諾するものとします。
第１条（電子交付の対象となる書面）
当社は、会員と契約するにあたっては、会員規約を電子交付の方
法によりご提供いたします。
第２条（電子交付の種類および方式）
1．当社が行う電子交付の種類
	 当社が行う書面の電子交付の種類は次のとおりです。
	 （1）当社が提供する「WEB明細サービス」（以下「本サイト」と	
	 	  いいます）において会員規約を会員の閲覧に供し、会員の	
	 	  使用に係る電子計算機（パソコン、携帯電話等）に備えら	
	 	  れたファイルに当該会員規約をダウンロードして記録する	
	 	  方法
	 （2）本サイトに、ハイパーリンク等により接続される当社ホームペ	
	 	   ージに会員規約を掲載し、会員の閲覧に供する方法
	 （3）カード発送台紙にQRコードを表示して、接続されるペー	
	 	   ジに会員規約を掲載し、会員の閲覧に供する方法
2．当社が行う電子交付の方式
	 電子交付を受けるためには、当社が推奨するバージョン以上の	
	 インターネットブラウザソフトおよびAdbe Reader 等のPDFフ	
	 ァイル閲覧用ソフトを必要とします。
第３条（免責事項）
1．当社は、電子交付の種類および方式について、当社が電子交	
	 付を承諾された会員の利用に際し支障をきたすおそれがないと	
	 判断した場合には、あらかじめ当社ホームページ上に掲載し、	
	 会員に変更内容を明らかにすることにより、会員の同意を得る	
	 ことなく、電子交付の種類および方式を変更することができる	
	 ものとします。
2．会員が電子交付を承諾された後であっても、法令等の変更や	
	 監督官庁の指示その他の必要な事態が発生した場合等、何ら	
	 かの理由が生じ、あるいは当社が必要と判断した場合には、当	
	 社は電子交付ではなく、すでに電子交付された書面も含めて紙	
	 媒体による書面の交付等を行う場合があります。

	 同意されない場合は、紙媒体での提供となります。
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株式会社 日専連パシフィック　
包括信用購入あっせん業者　北海道（包）第 8号
個別信用購入あっせん業者　北海道（個）第3号 -４
貸金業者登録番号  北海道知事 胆第 00443号
とまこまい店	 〒053-0022 苫小牧市表町3-2-11
	 TEL 0144-33-2000　　　
むろらん店	 〒050-0024 室蘭市中島町3-29-1
	 サンプラザビル1階   TEL 0143-41-2000　　　

　　　　　　　　　　　　　　 　　2025年11月30日改訂

いつも笑顔のおつきあい


